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(４) その他 
 

 ○ 出産育児一時金の改正について 

１ 趣旨 

出産に要する経済的負担を軽減するため 

   ２ 改正内容 

現 行：４０.８万円＋(産科医療補償制度掛金分)１.２万円＝総額４２.０万円 

          ↓ 

     改正後：４８.８万円＋(産科医療補償制度掛金分)１.２万円＝総額５０.０万円 

  ３ 改正時期（予定） 

令和５年４月１日 

 

○ 国民健康保険税賦課限度額の引き上げについて 

１ 趣旨 

負担の公平を図る観点から高所得者に負担を求めるため 

   ２ 改正内容 

 

 

 

 

 

 

  ３ 改正時期（予定） 

    ５月の臨時議会により市税条例の改正を行う予定 

 

〇 低所得者に係る保険税軽減判定所得基準額の引き上げについて 

１ 趣旨 

物価上昇の動向を踏まえ低所得者層の国民健康保険税を軽減するため 

   ２ 改正内容 

     世帯人数に乗じる額の改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 給与収入(夫のみ)で３人世帯の場合の軽減判定所得 

５割軽減：128万5千円 ⇒ 130万円、２割軽減：199万円 ⇒ 203万5千円 
 

３ 改正時期（予定） 

５月の臨時議会により市税条例の改正を行う予定 

 令和４年度 令和５年度 

課税限度額(ア)＋(イ)＋(ウ) １０２万円 １０４万円 

  (ア) 基礎課税分(据え置き) ６５万円 ６５万円 

  (イ) 後期高齢者支援金等分 ２０万円 ２２万円 

(ウ) 介護納付金分(据え置き) １７万円 １７万円 

 令和４年度 軽減判定所得 令和５年度 軽減判定所得 

５割軽減 

43 万円 

＋世帯人数×２８.５万円 

＋10万円×(給与所得者等数-１) 

43 万円 

＋世帯人数×２９万円 

＋10 万円×(給与所得者等数-１) 

２割軽減 

43 万円 

＋世帯人数×５２万円 

＋10 万円×(給与所得者等数-１) 

43 万円 

＋世帯人数×５３.５万円 

＋10 万円×(給与所得者等数-１) 
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○ 新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免申請件数につ

いて 

１ 申請件数等（令和５年２月１３日現在） 

(１) 世帯主が、死亡・重篤な傷病を負った。 

        ① 申請件数 ２件 

   ② 決定件数 ２件 

③ 減免額  ３９，０００円 
 

(２) 世帯主の事業収入等が前年比３０％以上減少する見込み。 

        ① 申請件数 ９件 

        ② 決定件数 ９件          

        ③ 減免額  １，８０４，３００円 
 

２ 申請期限                      

令和５年３月３１日まで               

                           

                           

                           

 

 

 

 

○ 新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の申請件

数及び申請期限延長について 

１ 申請件数等（令和５年２月１３日現在） 

(１) 感染者等のうち一定の要件を満たす者 

      ① 申請件数 １７件 

      ② 決定件数 １７件 

③ 支給額  ５１２，４０５円 
 

２ 申請期限の延長について 

国からの通知に従い、令和５年５月７日まで延長 

 

件数の内訳 (前年度3月末21件) 

・飲食業     ４件(７件) 

・卸売業・小売業 ０件(１件) 

・建設業     ０件(２件) 

・金融・保険業  １件(３件) 

・宿泊業     ０件(２件) 

・運輸業     ０件(１件) 

・理容業・美容業 ０件(１件) 

・その他     ４件(４件) 


